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通常時の対応について 
 

学校の新型コロナウイルス感染症防止に係る対応につきましては、国・都・区のガイドライン等を踏まえ、教

育委員会と学校が連携して感染症予防対策を講じた上で学校運営を行っています。学校での取組みをお知

らせいたします。 

 

１ 保健衛生・衛生管理 

①マスクは着用とします。落としたり、汚したりしたときのために、予備を数枚、ランドセルに入れておいてく

ださい。 

②毎日、起床時の検温と健康観察、及びカードへの記入をし、提出してください。微熱があったり、風邪気

味だったりした場合は、無理に登校させないようにしてください。なお、同居のご家族の方々も検温と体

調確認に取り組んでいただき、何か変わったことがあれば学校にご連絡ください。 

③手洗いうがい、咳エチケットを徹底します。 

④清掃活動は、換気のよい状況で、マスクをした上で児童も行います。清掃が終わった後は、必ず石鹸を

使用しての手洗いを徹底します。 

⑤ドアノブや手すりなどは、教職員が毎日消毒します。 

⑥保健室内は、ビニルシートを張り、発熱でお迎えを待っている児童とその他の体調不良でお迎えを待っ

ている児童に分けて休めるようにします。体調不良の児童は、原則、お迎えに来ていただくことにしてい

ます。 

⑦検温を忘れた児童や具合の悪い児童に対しては、非接触型温度計と体温計（使用前後に消毒）を使用

して検温します。 

⑧出入り口には、区がサーモグラフィーを設置し、児童及び来校者の体温確認を行います。 

（詳細は、「保健衛生・衛生管理について」をご覧ください。） 

 

２ 給食指導 

 ①給食は、全員、前を向いて、会話はせずに食べるようにします。 

 ②給食当番の児童には、担任が事前に衛生・健康チェックを行い、体調不良の児童は当番を変更します。 

 ③下膳は、本人が自分のものを行います。残菜や残乳の処理は、個別に行います。 

④食前、食後の手洗いを徹底します。 

（詳細は、「給食における新型コロナウイルス感染拡大防止策について《通常時》」をご覧ください。） 

 

３ 密を避ける取組み 

 ①登校時の密集を避けるため、時間前に登校した場合の待機場所を校庭にします。雨の日は、別に密集を

避ける待機場所を設けることが難しいため、登校時間（８時１０分～８時２０分）をお守りいただきますよ

う、お願いいたします。なお、下校時も玄関口等での密集が起こらないよう、可能な限り、分散させて下校

させます。 

②教室の座席は、可能な限り、前後左右を離します。教員と最前列の児童の座席も、可能な限り離します。 

③授業中、話合いや発表の活動は、時間を制限して行います。声の大きさも活動によって調整させます。 

④具体的な各教科等の指導は、以下の通りとします。 

・音楽科における歌唱の活動（マスク着用）や管楽器を用いる活動は、２方向換気をしながら２教室に分

散したり、体育館などの広い場所で行ったりするようにします。 

・家庭科における調理実習は、器具等の消毒を行った上で人数を限定して行います。 

・体育の授業では、運動中、マスクは着用しないようにします。ただし、ご家庭のお考えで着用する場合

は、それも可とします。また、児童が熱中症にならないよう水分補給や日陰での休息をとるようにしま

す。ビブス等の用具は、可能な限り共用を避けます。 

・学校近隣で行う校外での活動は、その都度、区と相談しながら行います。 

・外部の方をお招きしての学習は、３密にならないよう工夫して行います。 

・図書館を利用する場合は、窓を開放し十分に換気を行うとともに、利用前後の手洗いを徹底します。 
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⑤休み時間に過ごす場所として、中休みは、校庭を４学年、体育館・図書室・教室を１学年、教室を１学年と

し、校庭と体育館は学級内で交替制として分散させます。昼休みは、休み時間と清掃時間をセットにし、

３学年ずつ休み時間と清掃の時間を交替して過ごさせます。教室で過ごす学年は、ワークスペースも利

用して分散させます。体育館で過ごす学年は教室・図書館も利用して分散させます。 

⑥全校で集う機会は、原則設けず、全校朝会等は、校庭での身体的距離を確保しての実施やオンライン、

校内放送で行います。ただし、避難訓練は、マスク着用、会話厳禁で行います。 

⑦クラブ活動や委員会活動、縦割り班活動などの異学年交流は、活動内容を工夫し、密を避けながら短時

間で行います。 

 

４ 換気等の取組み 

①原則、教室、廊下は常時、換気をします。ただし、夏の暑い時期や冬の寒い時期は、時間を制限（３０分に

１回以上、数分間程度、窓を全開にする）して、２方向換気を行います。 

②室内で体温調節ができる服装の工夫をお願いします。 

③各教室に、空気清浄機と扇風機、PTAが購入してくださったサーキュレータを設置して空気の循環をよく

します。 

 

５ 感染症予防上、保護者が児童を出席させなかった場合（遅刻・早退させた場合）について 

 ①「欠席」とはせず、「出席停止」扱いとします。遅刻・早退させた場合も、その扱いとはしません。 

 ②長期間、欠席する場合は、３日に一度は電話等により児童と担任が直接話をする機会を設けます。また、

１週間に一度はチームスを使って個人面談を行ったり、適宜ハイブリッド型のオンライン授業を行ったり

して、可能な限り学びを保障します。 

 

６ 家庭における感染症予防策 

これまでの感染者の感染経路において、家族内感染が最も多い状況から、各家庭における感染を学校

に持ち込まないため、以下のことについて、家庭での感染予防の取組を一層徹底するよう改めてご協力を

お願いいたします。 

（１）家庭における感染症予防策のお願い 

 ①３密の回避、正しい手洗い、咳エチケット（マスクの着用）の徹底 

 ②毎朝の検温及び健康観察の徹底（家族等の同居者に何らかの症状が見られる場合は、無理に登校させ

ず休養させるようにお願いいたします。） 

 ③十分な換気 

 ④手が触れる場所などの消毒 

 ⑤タオル等の共用の回避 

 ⑥家族等の同居者で体調が悪い方や重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方の会食の回避 

 ⑦家族等の同居者も含めた会食などへの参加を控え、外出先からの帰宅時には、手洗いや消毒などを徹 

  底 

（２）家庭から学校への連絡の徹底 

   児童本人及び家族等の同居者が、ＰＣＲ検査を受けた場合、濃厚接触者となった場合、感染が判明した

場合の速やかな学校への連絡の徹底 

 

 

※今後も、国・都・区のガイドラインに従って安全第一で進めて参ります。新型コロナウイルスの感染状況によ

っては、上記にお示しした内容も変わってまいります。詳細は、その都度、お知らせいたします。学校からの

お便りだけでなく、緊急メール→ホームページの流れでお知らせすることもありますので、緊急メールにま

だ登録されていない方は、至急、登録されますようお願い申し上げます。 


